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牛海綿状脳症（ＢＳＥ （家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号。以下「法」）

という ）第２条第１項の表１５の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをい。

う ）は、ＢＳＥプリオンを病原体とする牛のプリオン病である。本病は、空気感染や接。

触感染をするものではないが、ＢＳＥプリオンに汚染された飼料等の摂取により感染する

とされており、２年以上の長い潜伏期間の後、行動異常、運動失調等の神経症状を呈し、

発病後２週間から６か月の経過で死に至る疾病である。

本病は、１９８６年に英国において初めて確認され、その後、英国での発生が急増し、

ピーク時の１９９２年には３７,２８０頭の患畜が確認された。また、１９９０年代には

ヨーロッパ大陸に広がり、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）によれば、２００４年１０月までに

ヨーロッパを中心に２３か国で発生が報告されている。我が国においても、２００１年９

月、初めて本病の患畜が確認され、その後、２００４年１０月までに１４頭の患畜が確認

されている。一方、２００３年５月にはカナダで、１２月には米国で初めての本病の患畜

が確認されている。

本病の発生の予防及びまん延の防止を図るためには、法に基づく措置のほか、牛海綿状

脳症対策特別措置法（平成１４年法律第７０号。以下「特措法」という ）に基づく死亡。

牛の検査、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３５号）

に基づく反すう動物由来たん白質を原料又は材料とする飼料等の給与禁止措置等の各種対

策を的確に実施する必要がある。

本指針は、このような認識に立ち、農林水産省、都道府県、市町村等の連携の下、総合

的に実施すべき発生予防及びまん延防止措置の方向を示すことを目的とする。

なお、本指針については、少なくとも５年ごとに再検討を加えるとともに、必要がある

と認めるときは随時見直しを行うこととする。

また、農林水産省消費・安全局長は、本指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の迅

速かつ円滑な実施に当たっての留意事項を別に定めるものとする。

第１ 基本方針

本病については、ＢＳＥプリオンに汚染された飼料が牛に給与されないよう、輸出国

における本病の発生状況、発生リスク等に関する情報に基づく輸入検疫及び反すう動物

由来たん白質を原料又は材料とする飼料等の給与禁止措置を確実に実施することによ

り、発生の予防を図るとともに、本病を疑う症状を呈した牛又は死亡した牛の検査を行

い、当該検査に基づく措置を的確に実施することにより、まん延防止を図ることが重要

である。これらの対策を着実に実施することにより、清浄国への早期復帰に努めること

が基本となる。

関係者にあっては、本病の防疫措置の重要性を十分認識し、すべての関係者が一体と

なって、本病の発生予防及びまん延防止措置の的確な実施のための体制を整備するとと

もに、発生時における迅速かつ的確なまん延防止措置が講じられるよう、危機管理体制

を構築しておくことが必要である。
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第２ 防疫措置

１ 異常牛の発見の通報から病性決定までの措置

（１）異常牛の通報等

ア 都道府県畜産主務課は、家畜の所有者（管理者を含む。以下同じ 、獣医師。）

等に対し、農場段階において治療に反応せず、①性格の変化、②音、光、接触等

に対する神経過敏、③頭を低くし柵等に押しつける動作を繰り返す、若しくは④

（ 「 」 。）歩様異常又は後躯麻痺という進行性の臨床症状 以下 特定臨床症状 という

を呈した牛（以下「異常牛」という ）又はと畜場における生体検査で奇声、旋。

回等の行動異常、運動失調等の神経症状等により、と殺・解体禁止となった牛を

発見したときは、その旨を速やかに家畜保健衛生所に通報するよう周知する。

イ 家畜保健衛生所長は、アの通報があったときは、家畜防疫員に対し、立入検査

の実施及び都道府県畜産主務課への報告を指示する。

ウ イの指示を受けた家畜防疫員は、アの通報が行われた農場等に対して法第５１

条の規定に基づき立入検査を実施し、当該通報に係る事項の状況を含め調書を作

成し、都道府県畜産主務課に報告し、都道府県畜産主務課は、その内容を速やか

に農林水産省消費・安全局動物衛生課（以下「動物衛生課」という ）に報告す。

る。

エ 家畜防疫員は、ウの立入検査その他の検査により経過観察が必要と認めた牛に

ついては、２１日間を超えない範囲内で、法第１４条第３項の規定に基づき移動

の制限を指示するとともに、当該期間内において臨床症状を確認する。

オ 家畜防疫員は、ウの立入検査その他の検査の結果又はエの確認の結果、当該牛

が異常牛であると判断された場合には、疑似患畜として、法第２０条の規定に基

づく病性鑑定を行う。

カ 都道府県畜産主務課は、と畜場における生体検査において、本病の症状が確認

できないような全身症状を呈する牛であって、敗血症、高度の黄疸等によりと殺

・解体禁止となったものについて、都道府県食品衛生主務課から連絡があったと

きは、その内容を家畜保健衛生所に連絡する。この場合、家畜防疫員は、ウから

オまでに準じて必要な措置を行う。

キ 都道府県畜産主務課は、獣医師等に対し、特定臨床症状のほか、ヘモフィルス

・ソムナス感染症、大脳皮質壊死症、ダウナー症候群等が疑われるものを含めた

中枢神経症状を呈した牛又は起立困難若しくは起立不能を示し原因が特定できな

い牛を発見したときについても、その旨を速やかに家畜保健衛生所に連絡するよ

う周知する。

（２）死亡牛の届出等

ア 都道府県畜産主務課は、２４か月齢以上の牛が死亡したときは、当該牛の死体

を検案した獣医師（獣医師による検案を受けていない牛の死体については、その

所有者）に対し、特措法第６条第１項の規定に基づく届出を遅滞なく行うよう周

知する。

イ 都道府県畜産主務課は、死亡牛の届出状況について （３）の報告に合わせ、、

動物衛生課に報告する。
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（３）サーベイランスの実施

家畜保健衛生所は、生産段階における本病の発生の確認のため、次のアからエま

でに掲げる牛を対象としてサーベイランスを行うものとし、法第２０条第１項の検

査及び特措法第６条第２項の規定による法第５条第１項の検査の結果について、都

道府県畜産主務課に報告する。都道府県畜産主務課は、当該報告のあった検査結果

について、次に掲げる区分ごとに取りまとめ、動物衛生課に報告する。

ア ２の（１）のイの疑似患畜とされた牛（疑似患畜とされる前に検査を行ったも

のを含む 。）

イ 本病を疑う中枢神経症状等を呈した牛

（ア （１）のオの疑似患畜とされた牛）

（イ）と畜場における生体検査で奇声、旋回等の行動異常、運動失調等の神経症状

等により、と殺・解体禁止となった牛で死亡し、又はとう汰されたもの。

ウ 特措法第６条第２項の規定に基づき、本病の検査を受けることとされた死亡牛

（イの（イ）に該当するものを除く 。ただし、牛海綿状脳症対策特別措置法施）

行規則（平成１４年農林水産省令第５８号）第２条の規定により、届出を行う必

要がないとされた死亡牛（と畜場でと殺されたものを除く。以下同じ ）につい。

ても、法第１６条の規定に基づきと殺された場合及び病原体が散逸されるおそれ

があると家畜防疫員が判断した場合を除き、原則として次に掲げるものについて

は検査を実施する。

（ア）ヘモフィルス・ソムナス感染症、大脳皮質壊死症、ダウナー症候群等が疑わ

れるものを含めた中枢神経症状を呈した牛又は起立困難若しくは起立不能で原

因が特定できない牛でイの（ア）に該当するもの以外のもの。

（イ）と畜場における生体検査でイの（イ）以外の理由により、と殺・解体禁止と

なり、死亡し、又はとう汰された牛。

（ウ）ア、イ並びにウの（ア）及び（イ）に該当するもの以外の牛であって、死亡

し、又はとう汰されたもの。

エ アからウまでに掲げる牛以外のもののうち家畜防疫員が必要と認めたもの。具

体的には、２４か月齢未満の牛であって、ウの（ア）から（ウ）までのいずれか

の条件に該当するもの等。

（４）と畜場への出荷牛

都道府県は、と畜者に対し、防疫措置を迅速かつ的確に実施するため、牛の個体

識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法（平成１５年法律第７２号）

第１３条第２項の規定に基づくと殺の届出を遅滞なく行うよう周知する。

（５）検査等

ア 検査体制

（ア）家畜保健衛生所

ａ 家畜保健衛生所は、次の（ａ）及び（ｂ）に留意し、迅速診断検査を実施

する。当該検査の結果、陽性の場合には、独立行政法人農業・生物系特定産

業技術研究機構動物衛生研究所（以下「動物衛生研究所」という ）に検体。

材料を送付する。
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（ａ）検査牛の解剖及び採材は、大きなシートの上又は施設内において、か

つ、汚水の消毒が可能な場所において行い、その死体についてはすべて

焼却する。ただし、疑似患畜以外のものにあっては、陰性が確認された

後に化製処理を行い、焼却し、又は埋却することを妨げない。

（ｂ）検査牛の解剖及び採材に使用したゴム手袋等焼却可能な物品はすべて

焼却するとともに、器具、解剖室等焼却可能な物品以外の物品、場所等

は消毒する。

ｂ 家畜保健衛生所は、次に掲げる死亡牛の保管施設、採材施設及びこれらに

付帯する施設（以下「保管施設等」という ）の要件並びに管理等の手順を。

あらかじめ定める。ただし、都道府県畜産主務課が、あらかじめ動物衛生課

と協議して定める場合については、この限りではない。

（ａ）施設の要件

① 他の場所と明確に区分されていること。

② 洗浄及び消毒が可能な構造及び設備を有していること。

③ 廃水及び廃棄物は必要に応じて消毒が行える構造及び設備を有してい

ること。

④ 作業員及び作業車両の消毒のための設備を有していること。

⑤ 病原体の散逸を防ぐための措置を適切に講じることができること。

（ｂ）管理等の手順

（ 「 」 。）① 家畜防疫員又は都道府県が指定する者 以下 家畜防疫員等 という

は、検査中の死体の管理が適切に行われるよう、自ら管理を行うととも

に、関係者に対して必要な指示を行うこと。

② 家畜防疫員等は、本病に関する試験研究を推進するため、患畜と診断

された牛が動物衛生研究所等において適切に利用できるよう、迅速診断

検査が陽性となった時点で頭部を直ちに冷凍保存する等の必要な措置を

講ずるよう努めること。

、 、③ 家畜防疫員等は 保管施設において対象牛の死体と届出事項を確認し

採材を行うこと。

、 、 、④ 家畜防疫員等は 採材及び保管に際しては 病原体の散逸防止のため

保管、洗浄、汚水の消毒等を適切に実施すること。

⑤ 家畜防疫員等は、検査終了後の死亡牛に検査済みの標識等を行い、当

該標識等を付されたもののみが保管施設から搬出されるよう措置するこ

と。

⑥ 家畜防疫員等は、検査済みの死亡牛の移送、焼却、埋却及び化製処理

並びに肉骨粉の焼却等が適切に行われるよう関係者を指導すること。

⑦ ①及び③から⑥までの措置が確実にとられたことを記録し、個体ごと

に確認できるようにしておくこと。

⑧ その他家畜防疫員等が必要と認めた事項に関すること。

（イ）動物衛生研究所

家畜保健衛生所から送付された検体材料について、原則としてウエスタンブ
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ロット法による検査及び免疫組織化学的検査による確定検査を実施する。

イ 検査手法及び診断

検査は、原則として、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５

号）別表第１に基づき実施する。診断は、家畜保健衛生所における迅速診断検査

、 、 、が陽性であり かつ 動物衛生研究所におけるウエスタンブロット法による検査

免疫組織化学的検査がいずれも陽性、又はいずれか一方が陽性の場合に、陽性と

判定する。ただし、必要があるときは、食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会プリオン病小委員会の意見を聴き、確定診断を行う。

（６）病性決定までの連絡及び通報体制

ア 異常牛等の通報があった場合

（ア）家畜の所有者、獣医師等から異常牛等の通報を受けた家畜保健衛生所は、直

ちに、都道府県畜産主務課に連絡するとともに、疑似患畜と判断された場合は

、 、迅速診断検査を実施し 当該牛が飼養されていた農場等における移動の自粛等

と畜場由来のものは出荷農場の特定等の防疫措置に着手する。

なお、出荷農場が当該都道府県外であることが確認された場合には、出荷農

（ 「 」 。場が所在する都道府県の畜産主務課 以下 出荷都道府県畜産主務課 という

以下同じ ）に連絡し、連絡を受けた出荷都道府県畜産主務課は、直ちに、出。

荷農場の特定等を行うとともに、担当家畜保健衛生所に対して出荷農場におけ

る移動の自粛、疫学調査等の防疫措置に着手するよう指示する。

（イ）家畜保健衛生所は、迅速診断検査の結果が陽性であった場合には、都道府県

畜産主務課に連絡する。連絡を受けた都道府県畜産主務課は、直ちに、都道府

県食品衛生主務課、出荷都道府県畜産主務課及び動物衛生課に連絡するととも

に、動物衛生研究所へ確定検査の依頼を行う。出荷都道府県畜産主務課は、引

き続き出荷農場における移動の自粛、疫学調査等の防疫措置を実施する。

（ウ）動物衛生研究所は、確定検査の結果を動物衛生課及び病性鑑定を行った都道

府県畜産主務課に連絡する。連絡を受けた都道府県畜産主務課は都道府県食品

衛生主務課及び出荷都道府県畜産主務課へ、動物衛生課は出荷都道府県畜産主

務課及び厚生労働省へ、それぞれこの旨を連絡する。また、本病と診断された

場合は、病性鑑定を行った都道府県畜産主務課及び動物衛生課は、確定診断の

結果を公表する。都道府県は、家畜保健衛生所、市町村、関係機関・団体等と

の連携を密にし、患畜発生農場等における防疫措置を強化する。

イ 死亡牛検査等の場合

（ア）家畜保健衛生所は、迅速診断検査の結果が陽性であった場合には、都道府県

畜産主務課に連絡する。連絡を受けた都道府県畜産主務課は、都道府県食品衛

生主務課、出荷都道府県畜産主務課及び動物衛生課に連絡するとともに、動物

衛生研究所へ確定検査の依頼を行う。

（イ）動物衛生課は、出荷都道府県畜産主務課及び厚生労働省に陽性の結果を連絡

する。連絡を受けた出荷都道府県畜産主務課は、担当家畜保健衛生所に出荷農

場における移動の自粛、疫学調査等の防疫措置に着手するよう指示する。

（ウ）動物衛生研究所は、確定検査の結果を動物衛生課及び検査を行った都道府県
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畜産主務課に連絡する。連絡を受けた都道府県畜産主務課は都道府県食品衛生

主務課及び出荷都道府県畜産主務課へ、動物衛生課は出荷都道府県畜産主務課

及び厚生労働省へ、それぞれこの旨を連絡する。また、本病と診断された場合

は、検査を行った都道府県畜産主務課及び動物衛生課は、確定診断の結果を公

表する。都道府県は、家畜保健衛生所、市町村、関係機関・団体等との連携を

密にし、患畜発生農場等における防疫措置を強化する。

ウ と畜検査における場合

（ア）都道府県畜産主務課は、都道府県食品衛生主務課からと畜検査（スクリーニ

ング検査）での陽性結果及び出荷都道府県名等について連絡を受けた場合は、

直ちに動物衛生課及び出荷都道府県畜産主務課に連絡する。

（イ）出荷都道府県畜産主務課は、直ちに出荷農場の特定等を行うとともに、担当

家畜保健衛生所に出荷農場における移動の自粛、疫学調査等の防疫措置に着手

するよう指示する。動物衛生課は、出荷都道府県畜産主務課に陽性結果を連絡

するとともに、出荷農場の特定状況等を確認する。

（ ） 、 、ウ 動物衛生課は 厚生労働省から確認検査の結果について連絡を受けたときは

速やかに検査を行った都道府県の畜産主務課及び出荷都道府県畜産主務課にそ

の結果を連絡する。また、確定診断の結果、本病と診断された旨連絡を受けた

ときは、同様にその結果を連絡するとともに、その結果を厚生労働省と連携し

て公表する。都道府県は、家畜保健衛生所、市町村、関係機関・団体等との連

携を密にし、出荷農場等における防疫措置を強化する。

２ 発生時の対応

（１）患畜、疑似患畜の範囲

ア 患畜

１の（５）のイの検査により本病と確定診断された牛又はと畜検査の結果、本

病と確定診断された牛。なお、と畜検査により確定診断された牛については、法

第５８条に規定する手当金の対象にはならない。

イ 疑似患畜

（ア）患畜と疫学的な関連性が高いと判断される牛であって、１２か月齢になる

までの間に、生後１２か月以内の患畜と同居したことがあり、かつ、患畜と

同じ飼料を給与された牛。ただし、飼料の給与歴についての調査結果が得ら

れない場合は、患畜の生まれた農場（牛群）において、患畜が生まれた日の

前後１２か月の間に生まれた牛。

（イ）１の（５）のイの検査の結果又はと畜検査の結果、陽性とも陰性とも確定診

断することができない牛。

（２）患畜発生農場等における措置

ア 防疫措置の実施

（ア）家畜保健衛生所長等は、患畜が発生した農場等（以下「患畜発生農場等」と

いう ）における防疫措置を統轄し、家畜防疫員相互の業務分担、指揮命令系。

統を明らかにして、家畜防疫員を患畜発生農場等における防疫措置の実施に当
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たらせる。

（イ （ア）により防疫措置の実施に当たる家畜防疫員は、患畜発生農場等におい）

て、患畜との同居牛の移動制限等の家畜防疫上の必要な措置について指示を行

うとともに、体系的な疫学調査に着手する。

イ 殺処分等

（ア）疑似患畜については、順次、殺処分を行い、病性鑑定を実施するとともに、

その死体は必ず焼却する。

（イ）家畜防疫員は、患畜との同居歴により疫学的な関連性がある牛（疑似患畜を

除く ）及び中枢神経症状等から患畜となるおそれがある牛については、法第。

１４条第３項の規定に基づく移動制限を指示し、当該牛について、特定臨床症

状が確認された場合にあっては、疑似患畜として法第２０条の規定に基づく病

性鑑定を行う。特定臨床症状が確認されなかった場合は、移動制限の期間が終

了した後は通常の取扱いとする。

（ウ）家畜防疫員は （１）のイの（イ）の疑似患畜を発見した場合は （１）の、 、

イの（ア）に準じて当該疑似患畜との同居歴等から疫学的な関連性が高いと判

断される牛について （イ）に準じた措置を講ずる。、

ウ 疫学情報の収集

家畜防疫員は、患畜発生農場等における牛の飼養状況、給与飼料等の情報を徹

底して収集する。この場合において、家畜防疫員は、動物衛生課、関係都道府県

及び関係機関と連携して、飼料や動物用医薬品等における肉骨粉等の使用の有無

等について確実に把握する。

エ 汚染物品の範囲

ＢＳＥプリオンによる汚染のおそれがある物品を汚染物品とする。ただし、患

畜の生存時の当該患畜に由来する糞尿、生乳、精液、国際受精卵移植学会

（International Embryo Transfer Society）の勧告に従って採取され、取り扱

われた受精卵及び未受精卵は、汚染物品には当たらない。

オ 畜舎の消毒等の措置

家畜防疫員は、患畜発生農場の畜舎等の所有者に対し、法第２５条第１項の規

定に基づき当該畜舎等を消毒するよう指示する。

（３）疫学関連農場における措置

患畜が飼養されたことのない農場において疑似患畜が飼養されている場合には、

当該疑似患畜について移動制限を課すが、その他の牛については特段の措置を講じ

ない。

（４）と畜場における発生時の措置

ア スクリーニング検査で陽性と判定された場合

（ ） 、 、ア と畜場の所在する都道府県の畜産主務課は 出荷農場の特定を行うとともに

当該牛から生産された枝肉、内臓、蹄等のすべてのものの所在を特定し、と畜

場外に搬出されていないことの確認を行う。

（イ）出荷都道府県畜産主務課は、担当家畜保健衛生所に、次に掲げる措置を講ず

るよう指示する。
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ａ 当該農場の同居牛について、移動の自粛の要請及び飼養状況、飼料給与状

況等の把握。

ｂ 疑似患畜の焼却方法、同居牛の病性鑑定、運搬方法等の検討。

（ウ）当該牛から生産されたものが所在する都道府県の畜産主務課は、担当家畜保

健衛生所に、次に掲げる措置を講ずるよう指示する。

ａ 当該牛から生産されたもののうち汚染物品となる可能性のあるものの留保

の指導、確認。

ｂ 汚染物品の焼却方法の検討。

イ 患畜と診断された場合

（ア）と畜場の所在する都道府県の畜産主務課は、担当家畜保健衛生所に、と畜検

査員が指導してと畜場の設置者等が行うと畜場の消毒、患畜の焼却の確認を行

うよう指示する。

（イ）出荷都道府県畜産主務課は、担当家畜保健衛生所に、出荷農場の同居牛につ

いて、疑似患畜を特定し （２）により、疑似患畜の病性鑑定等を行うととも、

に、疫学情報の収集を進めるよう指示する。

（ウ）患畜から生産されたものが所在する都道府県の畜産主務課は、担当家畜保健

衛生所に、次に掲げる措置を講ずるよう指示する。

ａ 患畜から生産されたもののうち汚染物品の特定及びその留保。

ｂ 汚染物品の焼却方法の指示。

３ 感染源及び感染経路の究明

、 。本病のまん延防止と再発防止のためには 感染源及び感染経路の究明が重要である

しかしながら、本病は発生率が低く潜伏期間が長いという特徴を有しているため、因

果関係の認知が困難である。このため、感染源及び感染経路の究明については、疫学

的手法による分析・評価が必要である。

（１）疫学調査の実施

本病の患畜が飼養されていた農場が所在する都道府県は、動物衛生課、関係都道

府県、関係市町村、関係機関等の協力を得て、当該患畜への飼料の給与状況等の疫

。 、 、学調査を実施する この場合 本病は科学的に未解明な部分が多いことにかんがみ

その原因について、あらゆる可能性について予断を持たずに調査する。

（２）感染源及び感染経路の究明

動物衛生課は （１）の疫学調査を行う都道府県のほか、動物衛生研究所、独立、

行政法人肥飼料検査所等と協力して、本病の原因とされるＢＳＥプリオンの飼料等

への混入の可能性の有無を確認するため、飼料等の原材料の流通経路、成分等に関

する調査を実施するなど、専門家の疫学的な分析手法を踏まえた感染源及び感染経

路の究明に努める。

第３ 防疫対応の強化

１ 危機管理体制の構築
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本病は、発生予防からまん延防止に至るまで、様々な関係機関が連携して対応する

。 、 、ことが必要である このため 日頃より本病発生時の通報・連絡体制を確認するなど

農林水産省、都道府県及び市町村の各段階において、危機管理体制の構築に努める。

、 、 、 、特に 都道府県は 万一の発生の際には 円滑な防疫措置を講じることができるよう

隣接都道府県及び都道府県内関係者の幅広い参加による防疫措置についての打ち合わ

せ等を実施し、防疫体制の調整、周知、点検及び改善に努める。

２ 試験研究機関等との連携

（１）本病は科学的に未解明な部分が多いことにかんがみ、本病の発生予防やまん延防

止措置を的確に推進していくためには、本病に関する知見の収集や試験研究の積極

的な推進が必要である。このため、農林水産省は、動物衛生研究所等の試験研究機

関との連携を強化し、研究の充実に努めるとともに、研究成果が相互に活用できる

体制整備に努める。

（２）本病はヨーロッパを中心に世界各国で発生がみられることから、国際的な発生状

況の把握や本病に関する知見の収集に努めるため、農林水産省は、海外の政府機関

、 。・試験研究機関 国際獣疫事務局その他の国際機関との積極的な情報交換に努める

３ 本病の患畜の確認に関する情報の伝達

本病の患畜が確認された場合には、農林水産省、都道府県等は、当該患畜の発生農

場における飼養管理の概要等の当該患畜に関する情報について、プレスリリースによ

、 、 。 、 、るか 又は ホームページ等を通じて適切に公表する この場合 本病の特性のほか

疑似患畜の隔離など既に講じた防疫措置等について説明を行うとともに、当該農場が

所在する地域における発生農家のプライバシーに配慮した取材を行うよう報道機関等

に対し協力を求める。

４ 牛の個体識別台帳の利活用

本病の防疫措置に当たっては、患畜の生産・出荷農場、患畜との同居牛、疑似患畜

等の特定を迅速かつ的確に行う必要があるため、独立行政法人家畜改良センター等の

協力を得て、牛個体識別台帳の情報を適切に利活用する。


